
昨
年
、
法
人
の
事
業
承
継
税
制
の
特

例
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
引

き
続
い
て
２
０
１
９
年
度
の
税
制
改
正

に
よ
り
、
個
人
事
業
に
も
事
業
承
継
税

制
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

以
下
に
概
要
を
説
明
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
の
は
事
業
用
の
土
地

（
４
０
０
㎡
ま
で
の
部
分
）
、
事
業
用

の
建
物
（
床
面
積
８
０
０
㎡
ま
で
の
部

分
）
、
減
価
償
却
資
産
（
固
定
資
産
税

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
な
ど
）
、

車
両
運
搬
具
（
営
業
用
と
し
て
自
動
車

税
な
ど
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も

の
）
、
そ
の
他
一
定
の
も
の
（
貨
物
運

送
用
な
ど
一
定
の
自
動
車
、
乳
牛
・
果

樹
等
の
生
物
、
特
許
権
等
の
無
形
固
定

資
産
）
な
ど
で
す
。

贈
与
又
は
相
続
等
の
日
の
属
す
る
年

の
前
年
分
の
事
業
所
得
に
係
る
青
色
申

告
書
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い

た
も
の
が
対
象
で
す
。

個
人
事
業
主
の
後
継
者
が
、
そ
の
事

業
に
使
用
し
て
い
る
前
述
の
「
特
定
事

業
用
資
産
」
の
す
べ
て
を
相
続
ま
た
は

贈
与
に
よ
り
取
得
し
、
そ
の
後
も
事
業

継
続
す
る
場
合
に
、
そ
の
資
産
に
対
す

る
相
続
税
ま
た
は
贈
与
税
の
全
額
を
納

税
猶
予
す
る
制
度
で
す
。

こ
の
税
制
は
、
平
成
31

年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６

年
３
月
３
１
日
ま
で
に
、

後
継
者
が
「
個
人
事
業
承

継
計
画
」
を
作
成
し
て
、

経
営
革
新
等
支
援
機
関
（
商

工
会
・
商
工
会
議
所
、
金

融
機
関
、
認
定
支
援
機
関

の
承
認
を
得
て
い
る
税
理

士
等
が
所
見
を
記
載
）
の

指
導
を
受
け
て
、
大
分
県

（
担
当
課
は
経
営
創
造
・

金
融
課
０
９
７-

５
０
６-

３
２
２
６
）
に
提
出
し
て
、
認
定
を
受

け
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

贈
与
の
場
合
の
要
件
と
し
て
、
贈
与

日
に
２
０
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
、
そ
の

事
業
あ
る
い
は
同
種
の
事
業
に
３
年
以

上
従
事
し
て
い
る
こ
と
、
一
定
日
ま
で

に
開
業
届
や
青
色
申
告
承
認
申
請
を
提

出
し
て
い
る
こ
と
等
が
あ
り
ま
す
。

相
続
の
場
合
の
要
件
と
し
て
、
相
続

開
始
の
時
点
に
お
い
て
事
業
あ
る
い
は

同
種
の
事
業
に
従
事
し
て
お
り
、
相
続

開
始
か
ら
５
か
月
以
内
に
開
業
届
や
青

色
承
認
申
請
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
等

が
あ
り
ま
す
。

利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
各
種
要
件
等

の
確
認
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。
税
理
士

や
お
近
く
の
商
工
会
・
商
工
会
議
所
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詳
し
い
内
容
は

国
税
庁
、
中
小
企
業
庁
の
Ｈ
Ｐ
に
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
度
の
事
業
承
継
診
断

は
、
県
内
の
商
工
会
・
商

工
会
議
所
、
金
融
機
関
、

中
小
企
業
者
の
皆
様
の
ご

協
力
に
よ
り
、
６
４
９
５

者
の
診
断
を
実
施
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

本
年
度
も
、
引
き
続
き

実
施
し
、
県
内
の
６
０
歳

以
上
の
経
営
者
の
方
に
、

①
事
業
承
継
に
は
５
年
～

１
０
年
か
か
る
、
②
そ
の

た
め
早
め
の
準
備
が
必

要
、
③
準
備
に
は
、
企
業

の
見
え
る
化
（
経
営
状

況
、
経
営
課
題
、
経
営
資

源
等
の
現
状
を
正
確
に
把

握
す
る
）
、
④
磨
き
上

げ
、
⑤
事
業
承
継
の
実
現

と
い
う
キ
ッ
カ
ケ
づ
く

り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

ま
だ
、
診
断
を
受
け
て
い

な
い
６
０
歳
以
上
の
事
業

主
の
方
は
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。
昨
年
度
の
承
継
診
断
の

中
で
、
事
業
承
継
を
行
う
に
あ
た
り
、

課
題
に
つ
い
て
質
問
し
た
結
果
、
「
事

業
の
将
来
に
不
安
が
あ
る
」
が
４
５
％

で
、
一
番
の
課
題
と
い
う
、
次
の
よ
う

な
傾
向
が
出
ま
し
た
。
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豊
後
大
野
市
、
竹
田
市
、
日
田
市
、
玖
珠
町
、

九
重
町
を
担
当
す
る
工
藤
で
す
。

豊
後
大
野
市
の
出
身
。
大
学
卒
業
後
、
兵
庫
県

の
灘
に
あ
る
日
本
酒
メ
ー
カ
ー
に
就
職
し
大
阪
支

店
で
営
業
・
企
画
を
担
当
し
ま
し
た
が
、
都
会
の

水
に
な
じ
め
ず
？
5
年
間
の
勤
務
の
後
、
大
分
へ

帰
郷
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
分
県
商
工
会
連
合

会
に
職
を
得
て
、
当
時
経
営
指
導
員
が
県
下
で
初

め
て
3
人
体
制
と
な
っ
た
玖
珠
町
商
工
会
を
振
り

出
し
に
、
天
瀬
町
商
工
会
、
湯
布
院
町
商
工
会
、

豊
後
大
野
市
商
工
会
に
勤
務
し
ま
し
た
。
12
年
間

勤
務
し
た
湯
布
院
町
商
工
会
で
は
、
全
国
的
に
有

名
な
牛
喰
い
絶
叫
大
会
や
湯
布
院
映
画
祭
、
ゆ
ふ

い
ん
音
楽
祭
、
ま
た
、
商
工
会
が
中
心
と
な
っ
て

開
催
す
る
食
文
化
フ
ェ
ア
ー
な
ど
多
く
の
イ
ベ
ン

ト
に
関
わ
り
、
ま
さ
に
“
地
域
づ
く
り
は
人
づ
く

り
”
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
て
き
ま
し
た
。
湯
布

院
を
は
じ
め
勤
務
し
て
き
た
商
工
会
を
通
し
て
多

く
の
人
達
と
知
り
合
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
人
脈

が
自
分
自
身
の
財
産
と
な
っ
て
今
の
仕
事
に
も
大

い
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
感
謝
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

定
年
退
職
後
、
商
工
業
以
外
の
分
野
も
経
験
し

た
い
気
持
ち
も
あ
っ
て
、
退
職
後
は
福
祉
分
野
の

公
益
社
団
法
人
の
事
務
局
長
と
し
て
3
年
間
勤
務

し
ま
し
た
。
中
小
企
業
に
お
い
て
も
２
０
２
５
年

問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
福
祉
関
係
で
も
２
０
２
５

年
を
境
に
団
塊
世
代
が
後
期
高
齢
者
と
な
っ
て
介

護
・
医
療
費
な
ど
の
社
会
保
障
費
が
急
増
す
る
こ

と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
蛇
足
な
が
ら
、
私

も
今
年
で
65
歳
の
高
齢
者
に
突
入
し
ま
し
た
の

で
、
健
康
第
一
で
頑
張
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
）
。
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
は
、
退
職
し
て
か
ら
始

め
た
米
づ
く
り
と
野
菜
づ
く
り
。
わ
ず
か
3
反

（
９
０
０
坪
）
ほ
ど
の
田
ん
ぼ
で
す
が
、
「
ヒ
ノ

ヒ
カ
リ
」
と
い
う
銘
柄
を
栽
培
し
、
将
来
の
食
糧

難
？
に
備
え
て
自
給
自
足
の
生
活
を
目
指
し
て
悪

戦
苦
闘
し
て
い
ま
す
。

豊
後
大
野
市
の
自
宅
で
夫

婦
２
人
と
同
居
人
の
黒
猫

（
ジ
ジ
）
一
匹
と
生
活
し
て

い
ま
す
。

個
人
版
事
業
承
継
税
制
が
創
設

ミ
ニ
情
報

事
業
承
継
補
助
金
第
一
次
締
め
切
り
終
了

事
業
承
継
補
助
金
の
第
一
次
募
集
が
５
月
末
で
締
め
切
ら
れ
ま
し
た
。
本
セ
ン
タ
ー
が
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

等
ご
支
援
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
企
業
は
、
１
０
社
で
し
た
。
事
業
承
継
や
Ｍ
＆
Ａ
を
き
っ
か
け
に
新
し
い
チ
ャ

レ
ン
ジ
を
行
う
事
業
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
す
。
経
営
者
交
代
タ
イ
プ
で
は
小
規
模
事
業
者
の
場
合
３
分
の

２
以
内
で
、
補
助
上
限
が
２
０
０
万
円
で
す
。

事
業
承
継
を
機
に
販
路
開
拓
や
、
Ｉ
Ｔ
導
入
、
機
械
器
具
リ

ー
ス
費
用
等
幅
広
い
使
い
道
に
利
用
で
き
ま
す
。
第
２
次
募
集
の
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！

該
当

者
は
ぜ
ひ
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
お
い
て
下
さ
い
。

Ｈ
Ｐ
は
、h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
s
h
o
k
e
i
-
h
o
j
o
.
j
p
/

大 分 県 事 業 承 継 新 聞

発行所:大分県商工会連合会
事業承継ネットワーク事務局

事業引継ぎ支援センター内

〒870-0026

大分市金池町3-1-64

大分県中小企業会館５F

Ｔｅｌ 097-535-7230

Ｆａｘ 097-585-5011
https://hikitsugi.oita-shokokai.or.jp/push/

6月１５日
（土曜日）

宇
佐
市
安
心
院
町

㈲
中
荘
製
畳

中
荘
浩
次
さ
ん

宇
佐
市
安
心
院

町
の
有
限
会

社
中
荘
製
畳

は
、
創
業
６
０

年
の
畳
屋
さ
ん
。
高
い
技
術
力
で
個

人
客
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
社
仏
閣
、

公
共
工
事
に
至
る
ま
で
、
幅
広
い
ニ

ー
ズ
に
応
え
て
き
ま
し
た
。

販
路
拡
大
の
た
め
の
計
画
に
取
り

組
ん
で
い
た
矢
先
、
先
代
が
急
逝

し
、
会
社
の
承
継
対
応
が
急
務

と
な
り
ま
し
た
。
後
継
者
の
浩

次
さ
ん
は
経
営
を
共
に
し
て
き

ま
し
た
が
、
事
業
承
継
に
つ
い

て
何
か
ら
着
手
す
る
か
、
困
っ

て
い
た
と
こ
ろ
宇
佐
両
院
商
工

会
の
三
ケ
田
指
導
員
を
通
じ
て

事
業
引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー

（
以
下
、
セ
ン
タ
ー
）
へ
相
談

が
あ
り
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー
で

は
、
浩
次
さ
ん
に
自
社
の
強
み

へ
の
気
づ
き
に
努
め
た
と
こ
ろ
、

「
若
手
を
雇
用
し
て
育
成
し
て
い
き

た
い
」
と
の
思
い
を
お
聞
き
し
、
支

援
チ
ー
ム
で
抽
出
・
整
理
し
、
新
体

制
で
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

浩
次
さ
ん
は
、
『
畳
の
ダ
ニ
や
カ

ビ
の
対
策
技
術
も
向
上
し
、
風
通
り

が
よ
く
な
い
部
屋
で
も
畳
の
あ
る
生

活
が
で
き
る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。

畳
業
界
に
も
ま
だ
ま
だ
将
来
性
が
あ

り
ま
す
。
私
が
先
代
か
ら
受
け
継
い

だ
よ
う
に
、
日
本
伝
統
の
技
術
を
学

び
た
い
未
経
験
者
を
育
て
次
世
代
に

繋
い
で
い
き
た
い
で
す
。
』
と
新
た

な
思
い
を
告
白
し
て
く
れ
ま
し
た
。

畳
業
界
の
需
要
の
急
減
に
直
面

し
、
浩
次
さ
ん
は
自
分
の
代
で
廃
業

と
考
え
て
い
た
が
、
事
業
承
継
を
検

討
す
る
中
で
、
改
め
て
自
社
の
強
み

に
気
づ
き
、
知
的
資
産
（
技
術
、
取

引
先
と
の
人
脈

等
）
を
次
世
代

に
繋
ぐ
こ
と
も

意
識
し
て
、
業

績
向
上
を
目
指

し
て
新
サ
ー
ビ

ス

（

畳

の

乾

燥
）
も
始
め
、

業
務
に
携
わ
る

よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
宇
佐
市

内
だ
け
で
は
な
く
、
近
隣
の
中
津

市
、
別
府
市
、
大
分
市
、
杵
築
市
、

日
出
町
な
ど
を
は
じ
め
、
大
分
県
全

域
で
ご
用
命
が
あ
る
と
、
伺
う
そ
う

で
す
。
０
９
７
８-

44-

０
３
５
７

承
継事

例

個
人
事
業
の
事
業
承
継
を
円
滑
に

介
紹

対
象
と
な
る
資
産
は

工
藤

龍
雄

対
象
と
な
る
後
継
者
の
要
件
は

平成３０年度は６４９５件の診断実施



大
分
県
内
で
事
業
承
継
を
支

援
す
る
金
融
機
関
、
士
業
の
団

体
、
支
援
団
体
及
び
国
の
機
関

２
８
団
体
で
構
成
さ
れ
た
「
大

分
県
事
業
承
継
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

連
絡
会
議
」
が
５
月
２
２
日
に

県
中
小
企
業
会
館
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
（
左
の
写
真
）
。

会
議
の
冒
頭
、
大
分
県
経
営

創
造
・
金
融
課
の
稲
垣
課
長
か

ら
「
昨
年
度
の
休
廃
業
が
４
６

９
件
で
倒
産
件
数
４
１
件
に
比

べ
て
全
国
的
に
も
高
い
水
準
で

あ
る
状
況
や
大
分
県
で
も
事
業

承
継
に
関
す
る
独
自
の
事
業
に

取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
に
計

画
し
て
い
る
」
旨
の
挨
拶
が
あ

り
ま
し
た
。

議
題
の
中
で
は
、
昨
年
度
の

事
業
承
継
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

の
取
組
、
今
年
度
の
事
業
計
画

等
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

大
分
財
務
事
務
所
の
川
嵜
課

長
か
ら
大
分
県
で
独
自
に
実
施

し
た
「
事
業
承
継
連
携
会
議
」

の
取
組
み
、
九
州
経
済
産
業
局

の
田
口
中
小
企
業
金
融
室
長
か

ら
国
の
様
々
な
事
業
承
継
施
策

の
説
明
が
あ
り
、
「
事
業
承
継

補
助
金
や
事
業
承
継
税
制
等
、

中
小
企
業
者
に
と
っ
て
非
常
に

有
利
な
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い

る
の
で
、
構
成
機
関
の
理
解
と

中
小
企
業
者
へ
広
く
周
知
し
て

ほ
し
い
」
と
依
頼
が
あ
り
ま
し

た
。
大
分
県
経
営
創
造
・
金
融

課
の
山
口
副
主
幹
か
ら

は
、
新
年
度
の
県
の
施

策
、
個
人
版
の
事
業
承
継

税
制
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。
意
見
交
換
会
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
の
事
業

承
継
の
取
組
等
に
つ
い
て

の
報
告
が
あ
り
、
今
年
度

も
引
き
続
き
オ
ー
ル
大
分

で
事
業
承
継
支
援
を
実
施

し
て
い
く
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

事
業
承
継
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事

業
の
新
年
度
の
事
業
は
以
下
の

通
り
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
２
９
年
度
か
ら
３
ヵ
年

か
け
て
県
内
の
６
０
歳
以
上
の

す
べ
て
の
経
営
者
を
対
象
に
し

た
事
業
承
継
診
断
の
最
終
年
度

で
あ
り
、
５
０
０
０
件
を
目
標

に
実
施
す
る
。
診
断
の
結
果
、

後
継
者
へ
承
継
す
る
た
め
に
事

業
の
見
え
る
化
、
磨
き
上
げ
、

事
業
承
継
計
画
の
策
定
等
の
従

来
の
事
業
の
推
進
。

新
た
に
国
か
ら
採
択
さ
れ
た

『
独
自
の
先
進
的
事
業
』
の
取

り
組
み
と
し
て
、
以
下
の
事
業

に
取
り
組
む
こ
と
が
発
表
さ
れ

ま
し
た
。

①
後
継
者
人
材
と
の
マ
ッ
チ
ン

グ
事
業

②
ベ
ン
チ
ャ
ー
型
事
業
承
継
の

推
進

③
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
対
策
の

推
進

④
地
域
事
業
承
継
サ
ポ
ー
ト
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
の
実
施

⑤
事
業
承
継
伴
走
支
援
人
材
の

育
成
研
修

⑥
事
業
承
継
に
関
す
る
デ
ー
タ

の
共
有
化

⑦
事
業
承
継
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催

承
継
の
加
速
化
を
す
る
た
め

に
こ
れ
ら
の
７
事
業
を
展
開
し

ま
す
。

①
で
は
、
新
た
に
創
業
す
る
よ

り
、
廃
業
予
定
で
あ
る
企
業
の

事
業
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
、
創

業
リ
ス
ク
を
減
ら
す
こ
と
に
な

る
（
創
業
後
1
年
で
37
．
7
％

が
廃
業
、
10
年
後
ま
で
生
き
残

る
の
は
た
っ
た
1
割
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
）
。

②
で
は
、
事
業
承
継
を
契
機
に

業
務
効
率
化
や
新
事
業
へ
の
取

り
組
み
を
後
継
者
が
行
う
こ
と

に
よ
り
経
常
利
益
を
増
加
し
て

い
く
た
め
の
取
り
組
み
支
援
。

⑦
は
、
日
中
、
忙
し
い
経
営
者

が
出
席
し
や
す
い
時
間
帯
を
選

ん
で
各
地
域
で
、
国
・
県
の
承

継
施
策
、
承
継
の
課
題
整
理
方

法
等
の
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施

し
ま
す
。
９
か
所
予
定
し
て
い

ま
す
が
、
商
工
会
・
商
工
会
議

所
か
ら
要
望
が
あ
れ
ば
、
さ
ら

に
回
数
を
増
や
し
て
、
現
場
に

出
か
け
る
準
備
も
し
て
い
ま

す
。
現
場
の
経
営
指
導
員
等
に

ご
希
望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

開
催
が
決
ま
っ
た
ら
、
Ｈ
Ｐ

（
左
が
Ｈ
Ｐ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で

す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
確
認

で
き
ま
す
）
で
も
紹
介
し
て
い

き
ま
す
。

ま
た
、
左
の
図
は
、
県
の
支
援

を
得
て
実
施
予
定
事
業
の
メ
ニ

ュ
ー
で
す
。
各
種
事
業
を
行
な

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。
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現
場
で
経
営
者
の
方
々

の
お
話
を
聞
く
と
、
経
営

の

悩

み

は

千

差

万

別

。

「
目
の
前
の
経
営
が
大
切

で

何

年

も

先

の

こ

と

よ

り
、
明
日
の
売
上
」
と
い

わ
れ
る
方
の
な
ん
と
多
い
こ
と
。

〇
〇
ち
ゃ
ん
に
叱
ら
れ
る
と
い

う
某
番
組
に
人
気
が
集
ま
っ
て
い

ま
す
が
、
将
来
設
計
図
を
作
っ
て

お
か
な
い
と
、
後
継
者
に
承
継
拒

否
さ
れ
る
か
も
！
中
小
企
業
者
に

直
接
届
く
補
助
金
等
の
制
度
を
国

・
県
が
次
々
と
打
ち
出
し
て
く
れ

て
い
ま
す
。
補
助
金
、
税
制
、
支

援
で
の
組
織
（
私
ど
も
も
そ
の
一

つ
）
な
ど
、
使
わ
な
い
手
は
あ
り

ま
せ
ん
。
今
が
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

悩
ん
だ
ら
、
支
援
機
関
や
当
セ
ン

タ
ー
に
一
声
お
掛
け
く
だ
さ
い
。

事
業
承
継
に
あ
た
っ
て
の
課
題

と
し
て
、
1
面
で
も
紹
介
し
た

「
借
入
金
・
保
証
の
問
題
」
が
あ

り
ま
す
。
本
書
で
は
、
父
親
の
急

逝
に
よ
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
か
ら

会
社
を
引
き
継
い
だ
経
営
者
の
お

話
で
す
。
個
人
保
証
の
危
険
性
、

誰
も
助
け
て
く
れ
な
い
個
人
保
証

の
引
継
ぎ
、
そ
れ
で
も
個
人
保
証

は
こ
ん
な
に
役
立
つ
、
金
融
機
関

と
の
長
い
付
き
合
い
等
、
事
業
承

継
時
の
後
継
者
の
苦
し
み
、
課
題

の
解
決
の
経
緯
が
事
細
か
に
執
筆

さ
れ
て
い
ま
す
。
同
友
館
か
ら
出

版
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
一
回
事
業
承
継
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
開
催

事
業
承
継
支
援
の
中
で
寄
せ

ら
れ
た
質
問
等
の
事
例
を
今
号

か
ら
掲
載
し
ま
す
。

Ｑ

後
継
者
予
定
の
息
子
に
事

業
を
継
い
で
も
ら
お
う
と
考
え

て
い
ま
す
が
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
始
め
た
ら
良
い
か
が
よ
く

わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
教
え
て
く

だ
さ
い
。

Ａ

原
則
は
、
息
子
さ
ん
に
経
営
能
力
が

備
わ
っ
た
時
。
そ
し
て
、
株
価
対
策
は
自

社
株
を
渡
す
準
備
が
で
き
た
時
で
す
。
中

小
企
業
白
書
の
デ
ー
タ
で
は
事
業
承
継
の

タ
イ
ミ
ン
グ
で
ち
ょ
う
ど
よ
い
時
期
と
感

じ
た
後
継
者
は
、
４
０
代
が
一
番
多
く
、

経
常
利
益
も
高
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
経

営
者
と
し
て
事
業
を
引
き
継
ぐ
以
上
は
、

経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
財
務
の
知
識
、
取
引

先
と
の
関
係
、
金
融
機
関
と
の
関
係
、
従

業
員
と
の
関
係
な
ど
、
時
間
が
か
か
る
も

の
で
す
。
経
営
者
が
６
０
歳
以
上
で
あ
れ

ば
、
特
に
早
め
の
相
談
が
必
要
で
す
。
そ

し
て
、
事
業
承
継
計
画
を
作
成
し
て
し
っ

か
り
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
自
社
株
に
つ
い
て
は
財
産
価
値

と
い
う
考
え
と
会
社
を
支
配
す
る
権
利
の

両
方
で
考
え
た
ほ
う
が
良
い
で
し
ょ
う
。

『
上
場
会
社
の
株
は
売
買
で
き
る
の
に
中

小
企
業
は
売
買
も
で
き
な
い
の
に
贈
与
税

や
相
続
税
の
対
象
と
な
る
の
か
？
』
と
い

う
質
問
が
出
ま
す
が
、
資
産
、
配
当
、
収

益
の
状
況
等
に
よ
っ
て
、
株
を
評
価
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
顧
問
の
税
理
士
さ
ん

に
試
算
し
て
も
ら
っ
て
見
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？
た
だ
し
、
株
価
が
下
が
っ
た

だ
け
で
支
配
権
を
持
っ
た
株
を
渡
す
こ
と

は
、
経
営
上
か
ら
見
て
、
疑
問
符
で
す
。

後
継
者
の
能
力
の
見
極
め
も
大
切
で
あ
る

か
ら
で
す
。
ま
た
、
昨
年
度
か
ら
事
業
承

継
税
制
の
特
例
も
あ
り
ま
す
の
で
、
評
価

額
が
高
く
試
算
さ
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、

制
度
利
用
も
一
考
の
価
値
が
あ
り
ま
す
。

当
セ
ン
タ
ー
で
計
画
作
成
や
こ
れ
ら
の
入

り
口
の
支
援
も
お
手
伝
し
て
い
ま
す
。

事業承継Ｑ＆Ａ

新
年
度
事
業
の
具
体
的
内
容


